
令和７年度 紀北町職員募集要項 

 

１．職種及び採用予定人員 

 

   事務職・・・・４名 

   現業職員・・・２名 

   土木技師・・・２名 

※現業職員については、水道課または海山総合支所水道室に配属予定 

 

 

２．応募資格 

     ①年齢要件 

       【事務職員】平成８年４月２日以降生まれの方（29歳まで） 

       【現業職員】平成３年４月２日以降生まれの方（34歳まで） 

       【土木技師】昭和 61年４月２日以降生まれの方（39歳まで） 

 

     ②資格要件  

       【共通】普通自動車運転免許 

       ※令和８年３月 31日までに取得見込みの場合は、受験可 

 

※ ただし、次に該当する方とします 

・学校教育法に基づく大学・短期大学（高等専門学校を含む）・高等学校を卒業 

及び令和８年３月卒業見込、若しくは高等学校卒業者と同等以上の学力を有 

する方 

・地方公務員法第１６条の欠格条項（次の各項目）に該当しない方 

１ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を

経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、同法第 60 条から第 63 条ま

でに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政 

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ 

に加入した者 

 

 

３．提出書類（各１通） 

   ① 紀北町職員採用試験受験申込書 

   ② 履歴書（専用履歴書） 

   ③ 最終学校の卒業証明書、または見込証明書 

   ※①～②は、総務課及び海山総合支所総務室で交付または、町ホームページからダウン 

ロードできます。 

 

   ※写真（履歴書へ１枚貼付） 

 



 

 

４．応募期間 

７月１日（火）～７月 25日（金） 

午前８時 30分～午後５時 15分（ただし、土・日曜日及び祝日は除く） 

    ◆受験申込は、WEB申込も可能です。（詳しくは、町ホームページをご覧ください。） 

 

※なお、郵送により申込書を提出される場合は、封筒の表に朱書きで「職員採用試験申込書在中」と

記入し、応募期間内必着で特定記録郵便または、レターパックにて送付してください。 

 

 

５．書類の提出先及び問い合わせ先 

〒519－3292 

三重県北牟婁郡紀北町東長島 769番地１ 

紀北町役場 総務課職員係 

℡：0597－46－3111 

 

 

６．試験 

① 第１次試験 

日時：令和７年９月 21日（日）午前９時 00分～（受付：午前８時 40分～55分） 

会場：東長島公民館（紀伊長島駅から徒歩約３分） 

内容：教養試験（職務基礎能力試験） 

各種検査（職場適応性検査） 

 

※身体に障がいのある方（車椅子等の方）は、申し込みの際にその旨連絡願います。 

※受験票が９月 10日（水）までに届かない場合は、紀北町役場総務課に至急連絡してください。 

 

   ② 第２次試験 

日時：10月上旬～中旬を予定（第１次試験合格者に直接通知） 

会場：紀北町役場 委員会室ほか 

内容：作文試験、面接試験など 

※やむを得ない事情により試験日時、試験会場、試験内容を変更する場合があります。 

 

  ◆合格者の発表は、受験者に文書で通知します。 

 

 

７．勤務先 

   紀北町役場本庁、総合支所及び各施設 

 

 

８．採用予定年月日 

令和８年４月１日採用 

 



９．給与、勤務時間及び休暇 

  【給与】 

この試験に合格し、採用された場合には、「紀北町一般職の職員の給与に関する条例」

等の規定による給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等の諸手当が支

給されます。 

 

（令和７年４月１日現在） 

初任給の給料月額（諸手当等除く）は、おおむね次のとおりです。 

（事務職員・土木技師） 

 大卒－220,000円 短大卒－204,400円 高卒－188,000円 

（現業職員） 

 高卒―185,700円 

 

※一定の職歴等がある方は、その経歴・職種等に応じて、上記金額に加算される場合が

あります。 

 

 【勤務時間】 

    原則として、月曜日から金曜日の午前８時 30分から午後５時 15分まで（休憩時間含む）

です。ただし、配置先によって異なる場合があります。 

 【休暇】 

    年次有給休暇は、１年につき 20日（採用年は、４月１日の採用の場合 15日）あり、こ

のほか特別休暇等があります。  


